
 流通経済大学における職員の行動規範

制定　令和４年10月１日

流通経済大学（以下「本学」という。）は、本学の社会的信頼性の維持と業務運営の公平・公正性の確保に資することを目

的として、本学のすべての事務職員（以下「職員」という。）が業務を遂行する上で求められる行動規範をここに定める。

　

（人権の尊重）

私たち職員は、すべての学生・教職員が、ジェンダー、人種、年齢、性的指向・性自認、障がい、病歴、家庭環境、経済

状況、国籍、言語、民族（民俗）、文化、宗教、信条などのいかなる属性・特性によっても差別を受けることなく、平等な

立場から多様性を認め合い、一人一人が個性を発揮して伸び伸びと活動し、互いに学び合って成長できる環境を追求し続け

ます。

　

（法令等の遵守）

私たち職員は、法令や就業規則・学内諸規程を遵守することはもとより、社会規範を尊重し、社会人としての良識ある行

動を心がけます。

　

（学生の満足度の向上）

私たち職員は、学生のみなさんを大切にし、学生サービスの質的向上に努めます。

　

（地域社会への貢献）

私たち職員は、大学が果たすべき社会的使命を自覚し、地域社会の発展と安定に貢献します。

　

（情報公開と個人情報の保護）

私たち職員は、情報を積極的に開示するとともに、業務上知り得た秘密の保持と個人情報の保護に細心の注意を払いま

す。

　

（地球環境への配慮）

私たち職員は、地球環境への配慮を常に認識し、環境の保全や資源の保護を心がけた活動を推進します。

　

（職場の安全衛生と不測の事態への対処）

私たち職員は、安全・衛生の確保を最優先とし、安全で衛生的な職場環境の整備に努めます。また、不測の事態に対して

は、高い危機意識と連帯感を持って迅速、的確に対処します。

　

（大学資産の適切な管理）

私たち職員は、大学の資産を適切かつ効率的に管理し、大学の重要な資産である知的財産権の保護に努めます。
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